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※�あさひ議会だよりは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断基準を満たす用紙、誰にでも読
みやすいUD（ユニバーサルデザイン）フォント、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

本紙で気になった
用語を解説するよ！

あさピーが解説

気になるあの用
・ ・
語

Ａ　「フェーズフリー」とは、身の回りにあるモノや
サービスを、日常時はもちろん非常時にも役立て

ることができるという新しい防災の考え方です。「日常
（フェーズ）」と「非常時（フェーズ）」という2つの時間を区

切るのではなく、自由（フリー）にするという意味を持ち
ます。つまり、いつもの暮らしで使っているものが、そ
のまま「もしも」のときにも役立つようにすることで、特
別な準備をしなくても防災につながるという考え方です。

掲載は９ページQフェーズフリーってな～に？

第２回定例会の予定

いずれも10時から開催予定です。
日程は変更となる場合もありますので、ホーム
ページ等でご確認ください。

（６月５日～６月25日）
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議会を傍聴しませんか
　本会議は誰でも傍聴できますので、希望される方は、
市役所４階の議会事務局までお越しください。親子傍聴
席も設置していますので、お子様連れの方でも気兼ねな
く傍聴できます。

　本会議は、インターネットで生中継と録画配信（過去５
年分）を行っています。パソコンのほか、スマートフォン
やタブレット端末でも視聴できます。ぜひご覧ください。

議会中継をご覧ください

議案質疑と一般質問の進め方が変わりました
　今定例会より、議案質疑および一般質問の進め方を見直しました。より充実した審議を行い、議論の内容を分
かりやすく伝えるための変更です。変更点は以下のとおりです。

〈議案質疑〉
　議案質疑の方法について、議案順から通告者順とし、一括質疑
一括答弁で、質疑回数は３回とし、質問席への移動を減らすこと
で、会議時間の短縮による会議の円滑化を図ることとしました。
〈一般質問〉
　一般質問の方法について、質問の回数制限をなくすことで、一
つの項目を深掘りしたり、答弁に合わせて柔軟に再質問すること
ができるようになりました。質問回数の制限をなくしたことに伴
い、質問答弁時間を合わせて60分以内としました。これにより、
簡潔明瞭な質問と答弁が期待されることとなりました。

一般質問
新 旧

質問回数 制限なし ４回

質問時間 質問答弁含め
60分以内

質問のみ
40分以内

議案質疑
新 旧

質疑の順番 通告者順で
議案ごと

議案順で
通告者ごと

会議の円滑な運営とより深く活発な議論のために
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